
                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発行日 令和４年５月 10日（火） 発行責任者 赤塚顕爾 TEL01377-2-2270 FAX01377-2-5257 

会員事業所向け「健康診断」の実施について 

【実施期間】 ５月１１日(水)午前８時～午後４時 

【実施場所】 長万部町振興会館 

 

【実施期間】 ６月９日(木)午前１０時～午後２時３０分 

【実施場所】 長万部町振興会館 

 

★５月１１日の午前８時～午前９時の時間帯につきましては、成人病検

診受診者が優先されます。 

ご了承お願い申し上げます。 

 

事業の種類 ①労働者負担 ②事業主負担 ①+② 

雇用保険料率 
１ 

一般の事業 

(２及び３以外の事業) 3/1000 6.5/1000 9.5/1000 

２ 
農林水産・清酒製造

の事業 4/1000 7.5/1000 11.5/1000 

３ 建設の事業 4/1000 8.5/1000 12.5/1000 

 

 

事業の種類 ①労働者負担 ②事業主負担 
①+② 

雇用保険料率 

１ 
一般の事業 

(２及び３以外の事業) 5/1000 8.5/1000 13.5/1000 

２ 
農林水産・清酒製造

の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000 

３ 建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000 

 

貝飾り 

代表 中西 トミ子 

（国縫・旅館業） 

【商工会の現状】会員数１９２名（令和 4年 5月 1日現在） 

「商工会員募集！」 

 長万部商工会では、会員を募集しております。商工会につ

いて聞いてみたいという方を是非ご紹介下さい。 

長万部商工会 

令和４年度通常総会の開催について 

 

 

小規模事業者持続化補助金の募集について 

◆日時 令和４年５月１９日（木）午後３時 

 場所 多目的活動センターあつまんべ 

 

５月上旬に「令和４年度第４回通常総会議案書」と通常総

会に関する「委任状」を会員皆さんに届けますので、ご協力

よろしくお願いします。 

従業員を雇い入れたら翌月 10日迄に手続きを 

 従業員を雇用したら資格取得手続きが必要になります。出勤簿・賃金台帳・

雇用契約書が必要になりますのでご持参ください。 

（労働保険事務組合より） 

長万部商工会ホームページ「お店紹介」掲載店舗 

を募集します！ 

 

 

小規模事業者持続化補助金の募集について 

◆長万部商工会ホームページ内「お店紹介」に掲載を希望され

る方（商工会に加入している店舗）は、当会までお申し込み

下さい。掲載料金は無料です。 

  

労働保険年度更新は期限内に！ 

 労働保険（労災保険・雇用保険）に係る令和３年度分の確定保険料と令和４

年度分の概算保険料の申告・納付手続きを行っていただく時期になりました。 

 申告・納付期間は６月１日～７月１１日です。 

 商工会の労働保険事務組合に事務委託している事業主の方については、事務 

組合の案内に従って申告・納付を行ってください。 

書類の提出期限は 5月 31日(火)迄     （労働保険事務組合より） コロナの影響により中止が決定したイベントについて 

 

〇東京理科大学生・父母歓迎(長万部町の味覚の提供) 

 

〇2022 おしゃまんべ毛がにまつり 

☆事業復活支援金☆ 

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響

を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーラン

スを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた

給付金を支給しています。 

給付対象のポイント１・２を満たす事業者は、

業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 

◇基準期間 

「２０１８年１１月～２０１９年３月」、 

「２０１９年１１月～２０２０年３月」、 

「２０２０年１１月～２０２１年３月」のいずれかの期間 

◇対象月 

２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月 

お問い合わせ先 

事業復活支援金事務局 ホームページ 

URL：https：//jigyou-fukkatsu.go.jp/ 
 

事業復活支援金事務局 相談窓口 

TEL：０１２０－７８９－１４０(受付時間８時３０分～１９時) 

◇給付額 ＝基準期間の売上高 － 対象月の売上高×５ 

※上記の計算方法により 

法人は６０万円～２５０万円、 

個人事業者等は３０万円～５０万円を支給 

≪ポイント１≫ 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

≪ポイント２≫ 

 対象月のいずれかの月の売上高が、基準期間の間の任意の

同じ月の売上高と比較して５０％以上又は３０％以上５

０％未満減少した事業者 

 

新型コロナウイルス感染症で 

影響を受けている事業者の皆様へ 

雇
用
保
険
料
率
変

更
の
お
知
ら
せ 

令
和
４
年
４
月
１

日
よ
り
雇
用
保
険
料

率
は
左
図
の
と
お
り

変
更
と
な
り
ま
す
。 

・
令
和
４
年
４
月

よ
り
事
業
主
負
担

の
保
険
料
率
が
変

更
に
な
り
ま
す
。 

・
令
和
４
年
10
月

か
ら
労
働
者
と
事

業
主
負
担
の
保
険

料
率
が
変
更
に
な

り
ま
す
。 

令和４年４月１日～令和４年９月３０日 

令和４年１０月１日～令和５年３月３１日 


